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証券コード：7442

第 74 回 定時株主総会

招 集
ご 通 知 開催日時 2020年６月26日（金曜日）午前10時

開催場所
大阪市中央区東心斎橋二丁目１番１号
タカラベルモント　Ｔ・Ｂホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

議　　案 第１号議案　取締役８名選任の件
第２号議案　監査役２名選任の件
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株主総会にご出席の株主様へのお土産は廃止させていただき

ます｡何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

表紙
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証券コード　7442
2020年６月９日

株 主 各 位
大阪市中央区島之内一丁目22番９号

代表取締役社長 石 川 宣 博
第74回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第74回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネットによって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、３頁から４頁のご案内をご参照い
ただき、2020年６月25日（木曜日）午後５時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申
しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2020年６月26日（金曜日）午前10時
２．場 所 大阪市中央区東心斎橋二丁目１番１号

タカラベルモント　Ｔ・Ｂホール（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第74期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書
類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第74期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項

第１号議案 取締役８名選任の件
第２号議案 監査役２名選任の件

以　上

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。

◎ 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネ
ット上の当社ウェブサイト(アドレス https://www.nakayamafuku.co.jp)に掲載させていただ
きます。

－ 1 －

株主各位
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新型コロナウイルス感染症へのご対応について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、株主総会でのご対応を以下のとおりとさせ
ていただきたく存じます。何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

・株主総会会場において、『密』を避けるため、ご用意できる座席数が例年より少なく
なっております。ご来場は可能な限り見合わせていただき、極力書面又はインターネッ
トでの議決権行使をお願い申し上げます。

・当日ご出席される株主様は、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染
予防対策に十分ご配慮いただきますようお願い申し上げます。

・株主総会運営体制も感染リスクを抑えるため最小限の人員での対応とさせていただく
方針でございます。

・ご出席の株主様へのお土産は廃止させていただきます。

・会場におきましては、スタッフのマスク着用及びアルコール消毒液の設置を講じてま
いります。

－ 2 －

当日出席ご案内
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、ご返送くだ
さい。

次ページの案内に従って、議案に対す
る賛否をご入力ください。

開催日時 行使期限 行使期限

2020年６月26日（金曜日）
午前10時

2020年６月25日（木曜日）
午後５時30分到着分まで

2020年６月25日（木曜日）
午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1、2号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

⃝ 一部の候補者を反対する場合
「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。

－ 3 －

議決権行使についてのご案内
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インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法
「スマート行使R」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使®」での議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
パソコン向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記
載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログ
イン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、パソコン向け
サイトへ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見本

見本

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「初期パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　平日９：00～21：00）

－ 4 －

議決権行使についてのご案内
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（提供書面）
事　業　報　告

( 2019年 4 月 1 日から
2020年 3 月31日まで )

１．企業集団の現況
（１）当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな景気回復が持続しておりましたが、相次い

だ自然災害や消費税率引き上げ後の消費マインドの低下に加え、新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により、先行きは不透明な状況が続いております。

当社の事業領域におきましても、当社の主な販売先であるスーパーマーケットやホームセン
ター等は、業種業態の垣根を越えた販売競争が激化するなど、依然として厳しい状況が続きま
した。

当社グループにおきましても、収益の確保が難しいなか、人件費・物流コストの上昇や消費
税率引き上げ後の消費マインドの低下に加え、年度末には新型コロナウイルス感染症拡大懸念
による販売先の慎重な対応等を受けるなど、厳しい事業運営を余儀なくされました。このよう
ななか、当社グループにおきましては、収益性の高い商品の販売強化に努めてまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は466億57百万円（前年同期比3.8％減）となりました。
損益面におきましては、収益性の高い商品の販売強化に努めたことにより、粗利率は改善して
いるものの、「家庭用品卸売事業」の売上高が減少したことに加え、「その他」インターネッ
ト通信販売事業の業績悪化により、営業利益48百万円（前年同期比66.0％減）、経常利益４
億72百万円（前年同期比44.8％減）、親会社株主に帰属する当期純利益２億20百万円（前年
同期比50.6％減）となりました。

品目別売上高につきましては、以下のとおりであります。
前連結会計年度

（自　2018年４月１日
至　2019年３月31日）

当連結会計年度
（自　2019年４月１日

至　2020年３月31日）
前期比増減額

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円）
キッチン用品 16,848 34.7 16,853 36.1 4
ダイニング用品 12,717 26.2 11,519 24.7 △1,197
サニタリー用品 7,106 14.7 7,116 15.2 9
収納用品 4,117 8.5 3,407 7.3 △710
プラケース・園芸用品 1,562 3.2 1,341 2.9 △220
インテリア関連商品 775 1.6 731 1.6 △43
シーズン用品その他 5,367 11.1 5,687 12.2 320

合計 48,494 100.0 46,657 100.0 △1,837

－ 5 －

当事業年度の事業の状況
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「キッチン用品」は、フライパン、鍋ギフトセット、調理小物等を中心に168億53百万円
（前年同期比0.0％増）となりました。「ダイニング用品」は、ステンレスボトル、卓上保温
容器、ランチボックス等を中心に115億19百万円（前年同期比9.4％減）となりました。「サ
ニタリー用品」は、清掃用具、浴室小物、スペアテープ等を中心に71億16百万円（前年同期
比0.1％増）となりました。「収納用品」は、プラスチック引き出しケース、キッチンアクセ
サリー、寝具小物等を中心に34億７百万円（前年同期比17.2％減）となりました。「プラケ
ース・園芸用品」は、コンテナ収納、園芸用品を中心に13億41百万円（前年同期比14.1％減）
となりました。「インテリア関連商品」は、時計、照明等を中心に７億31百万円（前年同期比
5.6％減）となりました。「シーズン用品その他」は、乾電池、ウォータージャグ、台所クリ
ーナー等を中心に56億87百万円（前年同期比6.0％増）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
（1）家庭用品卸売事業

当事業では、「シーズン用品その他」、「サニタリー用品」、「キッチン用品」の販売
は前年同期を上回ったものの、「ダイニング用品」、「収納用品」の販売は前年同期を下
回りました。その結果、売上高は「北海道・東北」29億４百万円（前年同期比4.4％減）、
「関東」200億95百万円（前年同期比3.9％減）、「中部」35億52百万円（前年同期比
2.8％減）、「近畿」94億16百万円（前年同期比2.4％減）、「中四国・九州」68億85百
万円（前年同期比0.4％減）となり、家庭用品卸売事業の売上高は428億55百万円（前年
同期比3.0％減）となりました。

セグメント利益（営業利益）は「北海道・東北」91百万円（前年同期比58.3％増）、
「関東」９億21百万円（前年同期比4.6％減）、「中部」１億30百万円（前年同期比3.9％
減）、「近畿」３億29百万円（前年同期比7.4％減）、「中四国・九州」２億41百万円
（前年同期比13.7％減）となり、家庭用品卸売事業のセグメント利益（営業利益）は17
億13百万円（前年同期比4.5％減）となりました。

（2）プラスチック日用品製造事業
当事業では、「収納用品」の販売は前年同期を上回ったものの、「プラケース・園芸用

品」、「シーズン用品その他」の販売は前年同期を下回りました。
その結果、売上高は20億80百万円（前年同期比19.6％減）、セグメント利益（営業利

益）は92百万円（前年同期比26.4％減）となりました。
（3）その他

その他では、輸出等の経営成績は前年同期を上回ったものの、インテリア関連商品事業、
インターネット通信販売事業の経営成績は前年同期を下回りました。

その結果、売上高は19億５百万円（前年同期比5.4％増）、セグメント利益（営業利益）
は10百万円（前年同期比86.1％減）となりました。

－ 6 －

当事業年度の事業の状況
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②　設備投資の状況
　当連結会計年度における設備投資の総額は88百万円となっており、その主なものは建物及び
構築物、器具及び備品の取得等であります。

③　資金調達の状況
　当連結会計年度における資金調達の状況につきましては、特記すべき事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。

－ 7 －

当事業年度の事業の状況
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（２）財産及び損益の状況

区　　分 第 71 期
2017年３月期

第 72 期
2018年３月期

第 73 期
2019年３月期

第 74 期
(当連結会計年度)

2020年３月期
売 上 高 (百万円） 47,983 47,398 48,494 46,657
経 常 利 益 (百万円） 1,333 900 855 472
親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 (百万円） 859 467 445 220
１株当たり当期純利益(円） 42.73 23.25 22.16 11.05
総 資 産 (百万円） 28,726 32,176 31,203 29,434
純 資 産 (百万円） 21,500 21,670 21,082 20,497
１ 株 当 た り 純 資 産 （ 円 ） 1,069.06 1,077.48 1,048.26 1,043.36

（注）１．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均株式数により算出しております。
２．１株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式数により算出しております。
３．当連結会計年度より業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入しており、当該信託が

保有する当社株式を期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式に含めておりま
す。

－ 8 －

直前３事業年度の財産及び損益の状況



2020/05/27 14:04:36 / 19598762_中山福株式会社_招集通知（Ｃ）

（３）重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との関係

　該当事項はありません。
②　重要な子会社の状況

会　社　名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容
中山福サービス株式会社 30百万円 100.0％ 当社物流業務
株式会社ベストコ 10 100.0 自社オリジナル商品の企画・開発
株式会社ＥＮＩＣＹ 10 100.0 インターネット通信販売
株式会社インターフォルム 45 100.0 インテリア関連商品の輸入販売
グリーンパル株式会社 350 100.0 園芸・インテリア用品等の製造販売

（４）対処すべき課題
　当社グループを取り巻く国内外の事業環境を踏まえ、経営戦略を展開する過程においては、以
下の課題に対処することが不可欠であると考えております。
　①　消費者ニーズや市場動向など情報収集力・マーケティング力の強化
　②　消費者の購買チャネルの変化に応じたセールス体制の強化
　③　海外の輸入業者や小売業者へのセールス体制の強化
　④　グループ会社とのシナジー効果の発揮等による自社ブランドの強化
　⑤　在庫の圧縮や納品率の向上など物流の品質改善とコスト削減
　⑥　若手社員、女性社員の登用促進による人材活用の強化

なお、創業100周年に向けた成長戦略を次のＵＲＬに掲載しております。
（当社ウェブサイト）https://www.nakayamafuku.co.jp

－ 9 －

重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題
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（５）主要な事業内容（2020年３月31日現在）
　当社グループは、国内外のメーカーから仕入れた商品、及びグループ会社が企画開発・製造し
た商品を、小売業者（ホームセンター、スーパーマーケット、通信販売業者、生活協同組合、専
門小売店など）に販売することを主たる事業としております。

主要な取扱商品
キッチン用品、ダイニング用品、サニタリー用品、収納用品、プラケース・園芸用品、
インテリア関連商品、シーズン用品その他

（６）主要な営業所等（2020年３月31日現在）
①　当社の主要な営業所

大 阪 本 社 大 阪 市 中 央 区
東 京 本 社 東 京 都 中 央 区
札 幌 支 店 札 幌 市 白 石 区
仙 台 支 店 宮 城 県 岩 沼 市
常 総 支 店 茨 城 県 笠 間 市
関 東 支 店 埼 玉 県 加 須 市
東 京 支 店 神 奈 川 県 大 和 市
名 古 屋 支 店 愛 知 県 稲 沢 市
大 阪 支 店 兵 庫 県 西 宮 市
広 島 支 店 広 島 市 安 佐 北 区
福 岡 支 店 福 岡 県 飯 塚 市
沖 縄 営 業 所 沖 縄 県 糸 満 市

②　子会社
中 山 福 サ ー ビ ス 株 式 会 社 大 阪 市 中 央 区
株 式 会 社 ベ ス ト コ 大 阪 市 中 央 区
株 式 会 社 Ｅ Ｎ Ｉ Ｃ Ｙ 千 葉 市 中 央 区
株 式 会 社 イ ン タ ー フ ォ ル ム 神 戸 市 中 央 区
グ リ ー ン パ ル 株 式 会 社 新 潟 県 三 条 市

－ 10 －

主要な事業内容、主要な営業所及び工場
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（７）使用人の状況（2020年３月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況
使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

442（489）名 19名減（13名減）

（注）使用人数は就業人員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま
す。

②　当社の使用人の状況
使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

349（451）名 19名減（４名減） 39歳９ヶ月 14年10ヶ月
（注）使用人数は就業人員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しておりま

す。

（８）主要な借入先の状況（2020年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,797百万円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 981
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 556
株 式 会 社 常 陽 銀 行 366
株 式 会 社 京 葉 銀 行 100

（９）その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

－ 11 －

使用人の状況、主要な借入先の状況、その他会社の現況に関する重要な事項
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２.　会社の現況
（１）株式の状況（2020年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 80,000,000株
②　発行済株式の総数 20,214,480株
③　株主数 4,737名
④　大株主（上位10位）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

中 山 福 共 栄 会 2,136千株 10.76％

象 印 マ ホ ー ビ ン 株 式 会 社 912 4.59

京 セ ラ 株 式 会 社 907 4.57

中 山 福 従 業 員 持 株 会 646 3.26

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行
（常任代理人　資産管理サービス信託銀行株式会社）

623 3.14

中    山    修  次  郎 606 3.05

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 548 2.76
ビービーエイチ　フォー　フィデリティ　ロープラ
イスド　ストック　ファンド（プリンシパル　オー
ル 　 セ ク タ ー 　 サ ブ ポ ー ト フ ォ リ オ ）
（ 常 任 代 理 人 　 株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 ）

522 2.63

株 式 会 社 良 善 490 2.47

中    山    善  　  郎 418 2.11

（注）持株比率は自己株式（377,743株）を控除して計算しており、小数点以下第３位を切り捨てております。
なお、自己株式には「株式給付信託（BBT）」に基づき資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）
が保有する当社株式（191,200株）を含んでおりません。

（２）新株予約権等の状況
該当事項はありません。

－ 12 －

株式の状況、新株予約権等の状況
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（３）会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2020年３月31日現在）
地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 石 川 宣 博
取 締 役 副 社 長 落 合 　 悟
常 務 取 締 役 多 田 広 次 営業本部長
取 締 役 櫻 井 義 行 大阪支店長
取 締 役 中 嶋 徳 夫 関東支店長
取 締 役 平 松 悦 夫 物流本部長兼物流業務部長
取 締 役 橋 本 謹 也 管理本部長兼グループ事業部長兼経営企画部長
取 締 役 柴 田 直 子 太陽有限責任監査法人パートナー
取 締 役 竹 田 美 知 神戸松蔭女子学院大学副学長兼教授
常 勤 監 査 役 片 岡 英 俊
監 査 役 辻 　 芳 廣 辻法律事務所代表
監 査 役 横 山 泰 三 横山泰三税理士事務所代表

（注）１．取締役柴田直子氏及び取締役竹田美知氏は、社外取締役であります。
２．取締役竹田美知氏は2020年３月31日付で副学長を退任、2020年４月１日より神戸松蔭女子学院大

学教授であります。
３．監査役辻芳廣氏及び監査役横山泰三氏は、社外監査役であります。
４．監査役辻芳廣氏及び監査役横山泰三氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

しております。
・監査役辻芳廣氏は、弁護士として企業法務に精通しており、法令に関する相当程度の知見を有してお

ります。
・監査役横山泰三氏は、税理士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有しております。
５．当社は、取締役柴田直子氏及び取締役竹田美知氏並びに監査役辻芳廣氏及び監査役横山泰三氏を東京

証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
６．当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。

・2019年６月26日開催の第73回定時株主総会において、落合悟氏及び平松悦夫氏並びに橋本謹也氏
が取締役に新たに選任され就任いたしました。

・2019年６月26日開催の第73回定時株主総会において、横山泰三氏が監査役に新たに選任され就任
いたしました。

・2019年６月26日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって、取締役森本徹氏及び取締役是枝定
信氏並びに取締役上住雅哉氏は、任期満了により退任いたしました。

・2019年６月26日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって、監査役石川二郎氏は、任期満了に
より退任いたしました。

－ 13 －

会社役員の状況
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７．当事業年度中の取締役の地位・担当等の異動

氏 名 変 更 後 変 更 前 異 動 年 月 日

落 合 　 悟 取締役
副社長 顧問 2019年６月26日

平 松 悦 夫 取締役
物流本部長兼物流業務部長

執行役員
物流本部長兼物流企画部長 2019年６月26日

橋 本 謹 也
取締役
管理本部長兼グループ事業
部長兼経営企画部長

執行役員
企画本部長兼グループ事業
部長兼経営企画部長兼ＥＣ
企画部長

2019年６月26日

②　責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

③　取締役及び監査役の報酬等の額
区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 12名 130百万円
（ う ち 社 外 取 締 役 ） （２） （７）

監 査 役 ４ 17
（ う ち 社 外 監 査 役 ） （３） （８）

合 計 16 148
（ う ち 社 外 役 員 ） （5） （15）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、1992年６月26日開催の第46回定時株主総会において年額350百万円以内

（ただし、使用人分給与は含まない。）とご決議いただいております。
３．上記２．の報酬限度額のほか、2019年６月26日開催の第73回定時株主総会において、業績連動型株

式報酬制度「株式給付信託（BBT）」として、取締役（社外取締役を除く。）に対し、120百万円を
上限とした信託への拠出をご決議いただいております。

４．監査役の報酬限度額は、1994年６月29日開催の第48回定時株主総会において年額32百万円以内と
ご決議いただいております。

５．上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。
・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額４百万円（取締役７名に対し４百万円、監査役１名

に対し０百万円）
・当事業年度における役員株式給付引当金の繰入額10百万円（取締役７名に対し10百万円）

－ 14 －

会社役員の状況
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④　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役柴田直子氏は、太陽有限責任監査法人パートナーであります。当社と兼職先との
間には特別の関係はありません。

・取締役竹田美知氏は、神戸松蔭女子学院大学副学長兼教授であります。当社と兼職先と
の間には特別の関係はありません。なお、2020年３月31日付で副学長を退任、2020
年４月１日より神戸松蔭女子学院大学教授であります。

・監査役辻芳廣氏は、辻法律事務所代表であります。当社と兼職先との間には特別の関係
はありません。

・監査役横山泰三氏は、横山泰三税理士事務所代表であります。当社と兼職先との間には
特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
出席状況及び発言状況

取 締 役 柴 田 直 子
当事業年度に開催された取締役会12回全てに出席いたしました。主に公
認会計士の見地から意見を述べるなど、業務執行の監督機能を発揮してお
ります。

取 締 役 竹 田 美 知
当事業年度に開催された取締役会12回のうち９回に出席いたしました。
主に学識経験者の見地から意見を述べるなど、業務執行の監督機能を発揮
しております。

監 査 役 辻 　 芳 廣

当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席し、監査役会13回の
全てに出席いたしました。主に弁護士の見地から意見を述べるなど、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行ってお
ります。また、監査役会において、監査結果についての意見交換等、専門
的見地から適宜、必要な発言を行っております。

監 査 役 横 山 泰 三

2019年６月26日就任以降開催された取締役会10回、監査役会10回の全て
に出席いたしました。主に税理士の見地から意見を述べるなど、取締役会
の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っておりま
す。また、監査役会において、監査結果についての意見交換等、専門的見
地から適宜、必要な発言を行っております。

－ 15 －

会社役員の状況
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（４）会計監査人の状況
①　名称　　　　　　　　　　EY新日本有限責任監査法人
②　報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 29百万円

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産
上の利益の合計額 30百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等
の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計
画の内容、職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等
につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

③　非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）であ
る収益認識に関する会計基準の適用準備支援業務等についての対価を支払っております。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又
は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、
会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案の内容を決定します。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定
した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びそ
の理由を報告いたします。

⑤　責任限定契約の内容の概要
　当社と会計監査人　EY新日本有限責任監査法人は、責任限定契約を締結していないため、
該当事項はありません。

－ 16 －

会計監査人の状況
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（５）業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務
の適正を確保するための体制についての決定内容は、以下のとおりであります。
Ⅰ．経営理念について

　当社企業グループは、社会と共存し、社業を通じて、株主、仕入先、得意先、社員、その
他関係者の方々の「幸」の実現と、社会の発展に貢献することを経営理念とする。

Ⅱ．内部統制システム構築の基本方針
１．当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、取締役及び使用人が法令、社会的規範を遵守し、さらに定款その他社内規程を遵
守した行動の指針とする「中山福グループの役職員行動規範」を定めて周知徹底を図ってお
り、違反行為を発見した場合の通報制度としての、内部通報体制を構築しております。

また、当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応するとともに、不当要求行
為等に対しては断固として拒否いたします。

監査役が取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを検証する監査役監査の実施に
加え、業務執行部門から独立した内部監査担当部門が、当社及び子会社のコンプライアンス
体制の整備・運用状況について内部監査を実施、確認を行います。

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会議事録や稟議書等の取締役の職務の執行に係る文書及びその他の情報の

記録については、法令及び「文書取扱規程」その他関連諸規程に基づき、適正に保存・管理
するとともに、必要に応じ保存及び管理状況の検証、規程等の見直しを行うことにしており
ます。

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、経営環境の変化を踏まえ、「経営危機管理規程」に基づき、リスク評価委員会を

中心として、事業活動に係る様々なリスク情報を収集・分析することで予兆を早期に発見
し、未然に防止するための体制を構築しております。

また、リスクの管理状況について、定期的に取締役会及び監査役会に報告することで、業
務執行に伴うリスクについて十分に分析・評価を行い、迅速に対応できる体制の構築を図っ
ております。リスクが発生したときには迅速かつ的確な施策が実施できるように規程及び
マニュアル等を整備して、リスク管理体制の向上を図っております。

４．当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、職務権限及び業務分掌等の規程に基づき、取締役及び執行役員の決裁権限の内容

等を定めることで、権限の委譲を行い、権限と責任を明確化して迅速な職務の執行を確保す
る体制の構築を図っております。当社は、取締役会を原則月１回開催するほか、必要に応じ
て臨時取締役会を開催しております。なお、「取締役会規程」により定めている事項及びそ
の付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定
を行っております。また、経営会議を開催し、取締役と執行役員の経営情報の共有化を図り
迅速な業務執行を実施しております。

－ 17 －
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５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、事業活動の適正と効率性を確保するために当社
取締役等を派遣し、監視、監督及び指導しております。

また、子会社の事業状況については、当社取締役会において報告を受けることとしてお
ります。

ロ．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「関係会社管理規程」を定め、定期的な見直しを行うとともに、関係会社相互

の緊密な連携と協力によって、グループ全体のリスクの低減を図っております。
また、当社の「経営危機管理規程」によりグループ各社から適宜、報告を受けておりま

す。
ハ．子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社から派遣した取締役等に業務執行を委嘱し、子会社経営が効率的に行われることを
確保しております。

ニ．子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制
「中山福グループの役職員行動規範」の周知徹底を図るとともに、法令、定款その他社

内規程及び社会規範等に違反する行為を発見した場合の通報制度として内部通報体制を
整備し、コンプライアンス体制の構築、維持、向上を図っております。

監査役による、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを検証する監査役監査
の実施に加え、業務執行部門から独立した内部監査担当部門が、子会社のコンプライアン
ス体制の整備・運用状況について内部監査を実施、確認を行います。

６．当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人
に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務の執行を補助すべき使用人を置くことを求めたときはこれに応じること

としており、内部監査室に監査役の職務の執行の補助を委嘱することにしております。な
お、不足する場合には別途直属の使用人を配置し、監査業務を補助することとしておりま
す。

また、監査役補助者として配置した場合の人事考課、異動等については、監査役の意見を
聞き、これを尊重することにしております。直属の使用人を配置した場合の使用人に対する
人事考課については、監査役が行うことにしております。

７．当社の監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
内部監査室より監査役補助者として配置した場合は、内部監査室との兼職はせず専任する

ことにし、直属の使用人を配置した場合の使用人についても専任することにしております。

－ 18 －
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８．当社の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は次の事項を監査役に報告することにしております。
①　会社に著しい損害を及ぼす事実を発見したとき又はそのおそれがある場合
②　法令、定款に違反する行為を発見したとき又はそのおそれがある場合
③　内部監査の結果及び内部通報内容

イ．当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
監査役は、取締役会、経営会議その他重要会議に出席し、取締役及び執行役員から担当

業務の執行状況について、報告を受けております。使用人においては、内部通報体制によ
り、内部監査室を通じて、報告する仕組みをとっております。

ロ．子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受
けた者が当社の監査役に報告をするための体制

当社は、「関係会社管理規程」を定め、当社管理本部を事務局とし、監査役へ報告する
体制をとっております。

９．前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
当社は、「内部通報規程」を整備し、当該通報者が不利益な取扱いを受けないことを確保

する体制を構築しております。
１０．当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役は、必要に応じて、会計監査人・弁護士等に相談することができ、その費用は会社
が負担するものとしております。なお、当社の「監査役会規程」「監査役監査基準」によ
り、適切に管理し必要に応じて運用上の見直しを行っております。

１１．その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、代表取締役及び会計監査人と定期的に意見交換をしており、また、内部監査担

当部門と緊密な連携を保つとともに、監査役がその職務を執行するために必要と判断したと
きは、いつでも取締役又は使用人、内部監査担当部門に対して調査、報告等を要請すること
ができるものとしております。

１２．財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制が有効に行われる体

制の構築、維持、向上を図っております。またその体制が適正に機能することを継続的に検
証するために、内部監査室が内部監査を実施し、会計監査人と連携を図り、財務報告の信頼
性を確保しております。

－ 19 －
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（６）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
①　コンプライアンスに対する取組状況

法令、社会的規範を遵守した行動の指針とする「中山福グループの役職員行動規範」を社内
グループウェアを通じて、継続的に周知、啓蒙いたしました。また、内部通報についても、従
業員等が不利益を被ることがないよう社外窓口を設置し、健全な事業活動を推進しておりま
す。

②　損失の危険の管理に対する取組状況
代表取締役を委員長とするリスク評価委員会を４回開催し、事業活動に係る様々なリスク情

報を各主管部門から報告を受け、課題の抽出を行いました。また、取締役会においてその対処
と予防を図りました。

③　取締役会の運営状況
取締役会は、社外取締役２名を含む取締役９名で構成し、社外監査役２名を含む監査役３名

が同席しております。当期は、取締役会を12回開催し、経営に関する重要事項の決定や業務
執行の監督を行いました。また、全取締役へ取締役会に関する自己評価アンケートを行い、現
状認識の共有等、取締役会の実効性評価を行いました。

④　監査役監査及び監査役会の状況
監査役は、内部監査室と連携し、業務監査、会計監査をはじめとする適法性監査を実施いた

しました。また、会計監査人との意見交換会を７回開催しました。
⑤　財報報告の信頼性を確保するための取組状況

監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的に当社及び当社グループ全体の内部統制の運
用状況や監査結果について協議及び意見交換を行い、財務報告の信頼性を確保いたしました。

（７）剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様への利益還元については、安定した配当の継続を基本方針とし、配当性向
35％以上をガイドラインとしつつ、経営戦略に沿った柔軟な経営資源の配分等を考慮した最適
な株主還元策を実施いたします。
　当社は、毎年９月30日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めておりますが、期末
年１回の剰余金の配当を行うことを基本としております。
　また、当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に
別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。」旨、定
款に定めております。
　当連結会計年度の剰余金の配当につきましては、前記の基本方針に基づいて期末配当を１株に
つき27円（配当性向244.3％）を実施いたします。
　なお、自己株式の取得につきましては、株主の皆様への利益還元の観点から、当社の株価の推
移や経営戦略などを総合的に判断し、適切に対応してまいります。
　また、次期の剰余金の配当につきましては、前記の基本方針に基づき、普通配当を１株につき
10円（配当性向98.2％）を予定しております。

－ 20 －
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連　結　貸　借　対　照　表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
電 子 記 録 債 権
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
退 職 給 付 に 係 る 資 産
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

18,804,187
3,759,469
8,869,384
1,258,203
4,645,643

19,034
116,825
145,984

△10,357
10,630,115
6,445,655
2,996,412

100,457
3,231,485

117,299
431,346
399,604
31,742

3,753,113
3,290,104

2,645
270,430
17,274

214,697
△42,038

流 動 負 債 6,786,197
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 3,327,088
短 期 借 入 金 2,014,567
１年内返済予定の長期借入金 260,186
未 払 法 人 税 等 134,149
賞 与 引 当 金 229,588
役 員 賞 与 引 当 金 7,200
そ の 他 813,417

固 定 負 債 2,150,663
長 期 借 入 金 1,527,351
役 員 株 式 給 付 引 当 金 10,919
退 職 給 付 に 係 る 負 債 260,737
繰 延 税 金 負 債 193,898
そ の 他 157,757

負 債 合 計 8,936,861
純 資 産 の 部

株 主 資 本 19,311,155
資 本 金 1,706,000
資 本 剰 余 金 1,269,000
利 益 剰 余 金 16,650,093
自 己 株 式 △313,938

その他の包括利益累計額 1,186,286
その他有価証券評価差額金 1,116,873
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 9
退職給付に係る調整累計額 69,402

純 資 産 合 計 20,497,441
資 産 合 計 29,434,303 負 債 純 資 産 合 計 29,434,303

－ 21 －
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連　結　損　益　計　算　書
( 2019年 4 月 1 日から )2020年 3 月31日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 46,657,451
売 上 原 価 37,720,444

売 上 総 利 益 8,937,007
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,888,679

営 業 利 益 48,328
営 業 外 収 益

受 取 利 息 139
受 取 配 当 金 69,908
仕 入 割 引 239,079
賃 貸 収 入 72,955
そ の 他 75,682 457,765

営 業 外 費 用
支 払 利 息 22,958
売 上 割 引 2,178
賃 貸 費 用 6,527
そ の 他 2,256 33,921
経 常 利 益 472,173

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 37
減 損 損 失 4,062 4,099
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 468,073
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 215,204
法 人 税 等 調 整 額 32,777 247,982
当 期 純 利 益 220,091
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 －
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 220,091

－ 22 －
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連結株主資本等変動計算書
( 2019年 4 月 1 日から )2020年 3 月31日まで

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当連結会計年度期首残高 1,706,000 1,269,049 16,984,594 △66,656 19,892,987
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △543,018 △543,018
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 220,091 220,091

自 己 株 式 の 取 得 △312,205 △312,205
自 己 株 式 の 処 分 △11,623 64,923 53,300
自己株式処分差損の振替 11,573 △11,573 －
株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 (純 額 ）

当連結会計年度変動額合計 － △49 △334,500 △247,281 △581,832
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,706,000 1,269,000 16,650,093 △313,938 19,311,155

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額 合 計

当連結会計年度期首残高 1,135,280 － 54,066 1,189,347 21,082,335
当 連 結 会 計 年 度 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △543,018
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 220,091
自 己 株 式 の 取 得 △312,205
自 己 株 式 の 処 分 53,300
自己株式処分差損の振替 －
株主資本以外の項目の当連結
会 計 年 度 変 動 額 (純 額 ） △18,407 9 15,336 △3,061 △3,061

当連結会計年度変動額合計 △18,407 9 15,336 △3,061 △584,893
当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 1,116,873 9 69,402 1,186,286 20,497,441
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項

　連結子会社の状況
・連結子会社の数　　　　　５社
・連結子会社の名称　　　　中山福サービス株式会社

株式会社ベストコ
株式会社ＥＮＩＣＹ
株式会社インターフォルム
グリーンパル株式会社

(2) 連結の範囲の変更に関する事項
　該当事項はありません。
(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法
イ．その他有価証券

　時価のあるもの　　　　　　連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しており
ます。

　時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
ロ．デリバティブ　　　　　　　時価法を採用しております。
ハ．たな卸資産

　商品及び製品、仕掛品、原材料
　主として月次移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

による簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）
　当社及び連結子会社は主として定額法を採用しております。

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウエア　　自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間(５年)に

よる定額法を採用しております。
ハ．リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用してお

ります。

③　重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金　　　　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度
負担額を計上しております。

－ 24 －

連結注記表



2020/05/27 14:04:36 / 19598762_中山福株式会社_招集通知（Ｃ）

ハ．役員賞与引当金　　　　　　当社及び一部の連結子会社は役員賞与の支給に備えるため、当連結会計
年度末における支給見込額に基づき計上しております。

ニ．役員株式給付引当金　　　　「役員株式給付規程」に基づく当社の取締役への当社株式の交付に備え
るため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上
しております。

④　重要なヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている
場合には振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たし
ている場合は特例処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象　　ヘッジ手段　…　為替予約取引
　…　金利スワップ

　ヘッジ対象　…　輸出入に関わる外貨建債権、債務及び外貨建予定取引
　…　借入金

ハ．ヘッジ方針　　　　　　　　外貨建輸出入取引に関わる将来の外国為替相場変動リスクを回避して、
外貨建債権債務の円貨によるキャッシュ・フローを固定化することを目
的として、原則実需の範囲内で為替予約を行っております。
金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法　　ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動割合の相関関係を求めることにより、
その有効性を判定しております。

⑤　のれんの償却に関する事項　　のれんの償却については８年間の均等償却を行っております。
⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ．退職給付に係る負債の計上基準
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年
度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額
を計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基
準によっております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存
勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理してお
ります。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分
した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。未
認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調
整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る
調整累計額に計上しております。

ロ．消費税等の会計処理　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外
消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しておりま
す。
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２．表示方法の変更に関する注記
（連結損益計算書）

前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めていた「賃貸収入」は、金額的重要性が増したた
め、当連結会計年度より区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」の金額169,815千円に含まれる、「賃貸収入」の金額は
70,816千円であります。

３．連結貸借対照表に関する注記
(1)　担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産
建物及び構築物 317,509千円
土地 545,068千円

計 862,577千円
②　担保に係る債務

短期借入金 1,600,000千円
１年内返済予定の長期借入金 28,572千円
長期借入金 128,570千円

計 1,757,142千円

(2)　有形固定資産の減価償却累計額 3,980,131千円

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1)　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普 通 株 式 20,214千株 －千株 －千株 20,214千株

(2)　自己株式の種類及び株式数に関する事項
株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数
普 通 株 式 102千株 566千株 100千株 568千株

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加566千株（単元未満株式の買取り76株を含む）のうち375千株
は、取締役会決議による取得であり、191千株は、「株式給付信託（BBT）」制度による取得による
ものであります。また、普通株式の自己株式の株式数の減少100千株は、「株式給付信託（BBT）」
への第三者割当による処分によるものであります。

２．当連結会計年度末の普通株式の自己株式の株式数には、「株式給付信託（BBT）」において信託口が
保有する当社株式191千株が含まれております。

－ 26 －

連結注記表



2020/05/27 14:04:36 / 19598762_中山福株式会社_招集通知（Ｃ）

(3)　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

決 議 株 式 の 種 類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 1 9 年 ５ 月 1 4 日
取 締 役 会 普 通 株 式 543,018 27 2019年３月31日 2019年６月10日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決 議 株 式 の 種 類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2020年５月19日
取 締 役 会 普通株式 利益剰余金 535,591 27 2020年３月31日 2020年６月10日

（注）配当金の総額には、「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株式（2020年３月31日基準日：191,200
株）に対する配当金5,162千円が含まれております。

５．金融商品に関する注記
(1)　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入に
よる方針であります。デリバティブは、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ
を目的とした先物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利ス
ワップ取引であり、投機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リ
スクに関しては、当社の与信限度管理規程等に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、
主な取引先の信用状況を随時把握し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており
ます。
　投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスク等に晒されておりますが、主に業務上の関係を有す
る企業の株式であり、定期的に時価等を把握しております。
　営業債務である支払手形及び買掛金は、その全てが１年以内の支払期日であります。また、その一部に
は輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、通常取引の範囲内で、外
貨建営業債務に係る将来の為替の変動リスクを回避する目的で、先物為替予約取引を行っております。
　借入金については、運転資金（主として短期）及び投資資金（長期）の調達を目的としたものであり、
流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは資金繰計画を作成・適宜更新するなどの方法によ
り管理しております。このうち一部の長期借入金の金利変動リスクを回避するため、金利スワップ取引を
実施して支払利息の固定化を実施しております。
　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先
物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有
効性評価の方法等については、前述の会計方針に関する事項「④　重要なヘッジ会計の方法」をご参照く
ださい。
　デリバティブ取引の執行・管理については、必要の範囲内で稟議決裁のもとで取引を行い、担当部署に
おいて管理しております。
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③　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価等には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2)　金融商品の時価等に関する事項
　2020年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額
(1) 現 金 及 び 預 金 3,759,469千円 3,759,469千円 －千円
(2) 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 8,869,384 8,869,384 －
(3) 電 子 記 録 債 権 1,258,203 1,258,203 －
(4) 投 資 有 価 証 券 3,144,604 3,144,604 －

資産計 17,031,661 17,031,661 －
(1) 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 3,327,088 3,327,088 －
(2) 短 期 借 入 金 2,014,567 2,014,567 －
(3) 長 期 借 入 金 1,787,537 1,786,309 △1,227

負債計 7,129,193 7,127,964 △1,227
デリバティブ取引（*1） 13 13 －

（*1）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産
（1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金、（3）電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。

（4）投資有価証券
時価について、株式等は取引所の価格によっております。

負　債
（1）支払手形及び買掛金、（2）短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ
っております。

（3）長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率
で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例
処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の
借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっており
ます。なお、１年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて時価を表示しております。
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デリバティブ取引
為替予約に係る期末の時価は先物相場を使用しております。金利スワップの特例処理によるもの
は、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長
期借入金の時価に含めて記載しております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区分 連結貸借対照表計上額

その他有価証券
　　非上場株式 145,500千円

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産（4）
投資有価証券」には含めておりません。

６．賃貸等不動産に関する注記
　当社グループでは、東京都及び大阪府において、貸駐車場としている土地を有しております。また、福岡県
において、貸倉庫としている建物及び土地を有しております。
　当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 当連結会計年度末の時価当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高
434,735千円 △6,527千円 428,207千円 1,270,090千円

（注）当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を
用いて調整を行ったものを含む。）であります。

７．減損損失に関する注記
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失
中山福（株）広島支店

広島市安佐北区 家庭用品卸売事業設備 建物及び構築物、
その他 2,639千円

（株）ＥＮＩＣＹ
千葉市中央区

その他（インターネット通信販売事業）
事業設備

建物及び構築物、
その他 1,422千円

当社グループは、報告セグメントを基礎としてキャッシュ・フローを生み出す最小単位として、家庭用品卸
売事業は営業拠点ごとに、これ以外の事業については子会社ごとにグルーピングを行っており、遊休資産につ
いては、個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当連結会計年度における「家庭用品卸売事業」の「中四国・九州」の中山福（株）広島支店及び「その他」
のインターネット通信販売事業の（株）ＥＮＩＣＹにおいて、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスで
あったため、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。

資産グループごとの減損損失計上額は、次のとおりであります。
中山福（株）広島支店は、資産グループの回収可能価額を使用価値により測定しており、使用価値を零とし

て、減損損失2,639千円を特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び構築物416千円、その他2,223千
円であります。

（株）ＥＮＩＣＹは、資産グループの回収可能価額を使用価値により測定しており、使用価値を零として、
減損損失1,422千円を特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び構築物365千円、その他1,057千円で
あります。

－ 29 －
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８．追加情報に関する注記
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入)

当社は、当連結会計年度より、取締役に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」(以下、「本
制度」といいます。)を導入しております。本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じ
て自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26日）に準じ
て、総額法を適用しております。

１．本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を

「本信託」といいます。）を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従っ
て、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）が本
信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期
は、原則として取締役の退任時となります。

２．信託に残存する自社の株式に関する事項
当該信託に残存する株式は、信託における帳簿価額により連結貸借対照表の純資産の部に自己株式とし

て表示しております。当該自己株式の帳簿価額は、当連結会計年度末99,917千円であります。
また、当該自己株式数は当連結会計年度末191,200株であります。

９．１株当たり情報に関する注記
（1）　１株当たり純資産額 1,043円36銭
（2）　１株当たり当期純利益 11円05銭
（注）当社は、当連結会計年度より「株式給付信託（BBT）」を導入しており、１株当たり純資産額及び１株

当たり当期純利益の算定上、当該信託が保有する当社株式を、期末発行済株式総数及び期中平均株式数
の計算において控除する自己株式数に含めております。なお、当連結会計年度において控除した当該自
己株式の期末株式数は191,200株、期中平均株式数は112,846株であります。

10．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

－ 30 －
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貸　借　対　照　表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
車 両 運 搬 具
器 具 及 び 備 品
土 地

無 形 固 定 資 産
電 話 加 入 権
商 標 権
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

16,090,008
2,585,746

489,193
1,258,203
7,457,100
4,186,358

16,576
25,111
82,075

△10,357
11,704,563
5,570,639
2,684,289

84,331
1,130

47,373
2,753,513

25,264
11,077

822
13,220

143
6,108,659
3,290,104
2,205,624

2,645
393,028
274,570

△57,314

流 動 負 債 6,323,972
支 払 手 形 44,880
買 掛 金 3,200,630
短 期 借 入 金 2,000,000
１年内返済予定の長期借入金 128,652
未 払 金 381,517
未 払 費 用 155,290
未 払 法 人 税 等 123,206
未 払 消 費 税 等 66,192
前 受 金 10,280
預 り 金 19,255
賞 与 引 当 金 194,065

固 定 負 債 1,098,673
長 期 借 入 金 602,210
長 期 未 払 金 106,818
役 員 株 式 給 付 引 当 金 10,919
退 職 給 付 引 当 金 206,050
繰 延 税 金 負 債 158,721
そ の 他 13,954

負 債 合 計 7,422,645
純 資 産 の 部

株 主 資 本 19,255,042
資 本 金 1,706,000
資 本 剰 余 金 1,269,000
資 本 準 備 金 1,269,000

利 益 剰 余 金 16,593,981
利 益 準 備 金 302,900
そ の 他 利 益 剰 余 金 16,291,081
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 122,597
別 途 積 立 金 6,300,000
繰 越 利 益 剰 余 金 9,868,483

自 己 株 式 △313,938
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,116,883
その他有価証券評価差額金 1,116,873
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 9

純 資 産 合 計 20,371,926
資 産 合 計 27,794,571 負 債 純 資 産 合 計 27,794,571

－ 31 －
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損　益　計　算　書
( 2019年 4 月 1 日から )2020年 3 月31日まで

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 43,181,336
売 上 原 価 35,444,254

売 上 総 利 益 7,737,081
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,669,290

営 業 利 益 67,791
営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,480

受 取 配 当 金 69,908

仕 入 割 引 233,427

賃 貸 収 入 72,955

為 替 差 益 12,391

そ の 他 66,047 459,210

営 業 外 費 用
支 払 利 息 15,175

賃 貸 費 用 6,527

そ の 他 10,082 31,785

経 常 利 益 495,215
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 31

減 損 損 失 2,639 2,671

税 引 前 当 期 純 利 益 492,544
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 158,353

法 人 税 等 調 整 額 28,222 186,575
当 期 純 利 益 305,968

－ 32 －
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株主資本等変動計算書
( 2019年 4 月 1 日から )2020年 3 月31日まで

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ　の　他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計固 定 資 産 圧

縮 積 立 金
別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,706,000 1,269,000 49 1,269,049 302,900 124,428 6,300,000 10,115,277 16,842,605
当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 △1,831 1,831 －
剰 余 金 の 配 当 △543,018 △543,018
当 期 純 利 益 305,968 305,968
自 己 株 式 の 取 得
自 己 株 式 の 処 分 △11,623 △11,623
自己株式処分差損の振替 11,573 11,573 △11,573 △11,573
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － △49 △49 － △1,831 － △246,793 △248,624
当 期 末 残 高 1,706,000 1,269,000 － 1,269,000 302,900 122,597 6,300,000 9,868,483 16,593,981

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金 繰延ヘッジ損益 評 価 ・ 換 算

差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △66,656 19,750,998 1,135,280 － 1,135,280 20,886,279

当 期 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰 余 金 の 配 当 △543,018 △543,018

当 期 純 利 益 305,968 305,968

自 己 株 式 の 取 得 △312,205 △312,205 △312,205

自 己 株 式 の 処 分 64,923 53,300 53,300

自己株式処分差損の振替 － －
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) △18,407 9 △18,397 △18,397

当 期 変 動 額 合 計 △247,281 △495,955 △18,407 9 △18,397 △514,353

当 期 末 残 高 △313,938 19,255,042 1,116,873 9 1,116,883 20,371,926

－ 33 －
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項
(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　関係会社株式　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
②　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

・時価のないもの　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
③　デリバティブ　　　　　　　時価法を採用しております。
④　たな卸資産

・商品　　　　　　　　　　　月次移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価
切下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産　　　　　　　定額法を採用しております。

（リース資産を除く）
②　無形固定資産

（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア　　自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）

による定額法を採用しております。
③　リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　　　　　　　　　　　リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。
(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に
より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を
計上しております。

③　役員賞与引当金　　　　　　役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき
計上しております。

④　退職給付引当金　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務
及び年金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付債務の算定に
あたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、期間定額基準によっております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年
数（10年）による定額法により費用処理しております。数理計算上の差異
は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度
から費用処理しております。退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び
未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけ
るこれらの会計処理の方法と異なっております。

⑤　役員株式給付引当金　　　　「役員株式給付規程」に基づく当社の取締役への当社株式の交付に備える
ため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しており
ます。

(4) 重要なヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法　　　　　繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場
合には振当処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段　… 為替予約取引
ヘッジ対象　… 輸出入に関わる外貨建債権、債務及び外貨建予定取引

－ 34 －
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③　ヘッジ方針　　　　　　　　外貨建輸出入取引に関わる将来の外国為替相場変動リスクを回避して、外
貨建債権債務の円貨によるキャッシュ・フローを固定化することを目的と
して、原則実需の範囲内で為替予約を行っております。

④　ヘッジ有効性評価の方法　　ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動割合の相関関係を求めることにより、
その有効性を判定しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる事項
消費税等の会計処理　　　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消

費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。
２．表示方法の変更に関する注記

（損益計算書）
前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めていた「賃貸収入」は、金額的重要性が増したため、

当事業年度より区分掲記しております。
なお、前事業年度の営業外収益の「その他」の金額123,800千円に含まれる、「賃貸収入」の金額は70,816

千円であります。

３．貸借対照表に関する注記
(1)　担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産
建物 317,509千円
土地 545,068千円

計 862,577千円
②　担保に係る債務

短期借入金 1,600,000千円
１年内返済予定の長期借入金 28,572千円
長期借入金 128,570千円

計 1,757,142千円

(2)　有形固定資産の減価償却累計額 2,979,013千円

(3)　保証債務
以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

グリーンパル株式会社 956,675千円
計 956,675千円

(4)　関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
①　短期金銭債権 1,050千円
②　短期金銭債務 44,383千円

４．損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高

①　営業取引高 362,041千円
②　営業取引以外の取引高 12,840千円

－ 35 －
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５．株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数
普 通 株 式 102千株 566千株 100千株 568千株

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加566千株（単元未満株式の買取り76株を含む）のうち375千株
は、取締役会決議による取得であり、191千株は、「株式給付信託（BBT）」制度による取得による
ものであります。また、普通株式の自己株式の株式数の減少100千株は、「株式給付信託（BBT）」
への第三者割当による処分によるものであります。

２．当事業年度末の普通株式の自己株式の株式数には、「株式給付信託（BBT）」において信託口が保有
する当社株式191千株が含まれております。

６．税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
退職給付引当金 229,716千円
役員株式給付引当金 3,339千円
長期未払金 32,664千円
賞与引当金 59,345千円
未払事業税 11,541千円
貸倒引当金 20,693千円
関係会社株式評価損 101,643千円
投資有価証券評価損 12,464千円
有形固定資産評価損 82,878千円
未払費用 19,391千円
その他 6,548千円
繰延税金資産小計 580,226千円
評価性引当額 △170,829千円

繰延税金資産計 409,397千円
繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △54,004千円
その他有価証券評価差額金 △474,036千円
繰延ヘッジ損益 △4千円
その他 △40,073千円

繰延税金負債計 △568,119千円
繰延税金資産（負債）の純額 △158,721千円

７．関連当事者との取引に関する注記
（1）親会社及び法人主要株主等

　該当事項はありません。
（2）役員及び個人主要株主等

　該当事項はありません。
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（3）子会社等

種類 会社等の
名称

議決権等の所有
（被所有）割合（％）

関連当事者
との関係

取引
内容

取引金額
(千円) 科目 期末残高

(千円)

子会社 中山福サービス
株式会社

所有
直接100％

資金の貸付
役員の兼任

資金の回収
（注）１ 1,999 関係会社長期

貸付金 393,028

子会社 グリーンパル
株式会社

所有
直接100％

債務保証
役員の兼任

債務保証
（注）２ 956,675 － －

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。
（注）２．債務保証については、銀行からの借入金に対して債務保証を行っております。

なお、保証料は受領しておりません。

８．減損損失に関する注記
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失
広島支店

広島市安佐北区
家庭用品卸売

事業設備 建物、構築物、器具及び備品 2,639千円
当社は、報告セグメントを基礎としてキャッシュ・フローを生み出す最小単位として営業拠点毎にグルーピ

ングを行っており、遊休資産については、個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当事業年度における「家庭用品卸売事業」の「中四国・九州」の広島支店において、営業活動から生ずる損

益が継続してマイナスであったため、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
資産グループごとの減損損失計上額は、次のとおりであります。
広島支店は、当資産グループの回収可能価額を使用価値により測定しており、使用価値を零として、減損損

失2,639千円を特別損失に計上しました。その内訳は、建物405千円、構築物11千円、器具及び備品2,223千
円であります。

９．追加情報に関する注記
(取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入)

当社は、当事業年度より、取締役に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」(以下、「本制度」
といいます。)を導入しております。本制度に関する会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社
の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015年３月26日）に準じて、総
額法を適用しております。

１．本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を

「本信託」といいます。）を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従っ
て、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」といいます。）が本
信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期
は、原則として取締役の退任時となります。
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２．信託に残存する自社の株式に関する事項
当該信託に残存する株式は、信託における帳簿価額により貸借対照表の純資産の部に自己株式として表

示しております。当該自己株式の帳簿価額は、当事業年度末99,917千円であります。
また、当該自己株式数は当事業年度末191,200株であります。

10．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 1,036円97銭
（2）１株当たり当期純利益 15円36銭

（注）当社は、当事業年度より「株式給付信託（BBT）」を導入しており、１株当たり純資産額及び１株当たり
当期純利益の算定上、当該信託が保有する当社株式を、期末発行済株式総数及び期中平均株式数の計算に
おいて控除する自己株式数に含めております。なお、当事業年度において控除した当該自己株式の期末株
式数は191,200株、期中平均株式数は112,846株であります。

11．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

－ 38 －

個別注記表



2020/05/27 14:04:36 / 19598762_中山福株式会社_招集通知（Ｃ）

連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年５月19日
中 山 福 株 式 会 社

取締役会　御中
EY新日本有限責任監査法人
大 阪 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 廣 田 壽 俊 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 内 野 健 志 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、中山福株式会社の2019年４月１日から2020年３
月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等
変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、中山福株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の
状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年５月19日
中 山 福 株 式 会 社

取締役会　御中
EY新日本有限責任監査法人
大 阪 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 廣 田 壽 俊 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 内 野 健 志 ㊞

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、中山福株式会社の2019年４月１日から

2020年３月31日までの第74期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動
計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監 査 報 告 書
　当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第74期事業年度の取締役の職務の執行に
関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告
いたします。

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について

報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、
取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

　①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所におい
て業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等
と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため
の体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なも
のとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の
内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用
人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見
を表明いたしました。

　③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると
ともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業
会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。更には、
会計監査人の評価・選定に係る相当性に関し検証いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借
対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

－ 43 －
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2．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認
めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら
れません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ
ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認め
られません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　　2020年５月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中 山 福 株 式 会 社　監 査 役 会

　常勤監査役 片　岡　英　俊　㊞
　社外監査役 辻　　　芳　廣　㊞
　社外監査役 横　山　泰　三　㊞

以　上

－ 44 －
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株主総会参考書類
第１号議案　取締役８名選任の件

取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役会において機動的に意思決定が行えるよう１名減員し、取締役８名の選任

をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 株 式
の 数

１

再 任
いし
石

かわ
川

のぶ
宣

ひろ
博

(1955年 3 月 7 日生)

1977 年 ４月 株式会社富士銀行

44,504株

（現株式会社みずほ銀行）入行
2007 年 ４月 同行常務執行役員
2010 年 ４月 当社顧問
2010 年 ６月 当社取締役副社長
2011 年 ６月 当社代表取締役副社長
2012 年 ６月 当社代表取締役社長兼営業本部長
2013 年 ６月 当社代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由 企業経営に関わる幅広い知見を有しており、当社の代表取締役社長としての
実績を踏まえ、引き続き取締役候補者としました。

２

再 任
おち
落

あい
合

 
　

さとる
悟

(1960年 6 月 4 日生)

1984 年 ４月 株式会社富士銀行

4,156株

（現株式会社みずほ銀行）入行
2014 年 ４月 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員
2018 年 ５月 みずほヒューマンサービス株式会社

代表取締役社長
2019
2019

年
年

５
６

月
月

当社顧問
当社取締役副社長（現任）

取締役候補者とした理由 企業経営に関わる幅広い知見を有しており、当社の取締役副社長としての実
績を踏まえ、引き続き取締役候補者としました。

３

再 任
た
多

だ
田

こう
広

じ
次

(1964年 7 月24日生)

1983 年 ３月 当社入社

28,543株

2011 年 ６月 当社執行役員関東副支店長
2012 年 ６月 当社執行役員関東支店長
2013 年 ６月 当社取締役関東支店長
2015 年 ６月 当社取締役営業本部長兼営業部長
2016 年 １月 当社取締役営業本部長兼営業企画部長

兼ＥＣ営業部長
2016 年 ６月 当社取締役営業本部長兼営業企画部長
2017 年 ４月 当社常務取締役営業本部長（現任）

取締役候補者とした理由 支店長、営業本部長の職務を通じ、当社の業績を牽引してきた実績を有する
ことから、引き続き取締役候補者としました。

－ 45 －

取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 株 式
の 数

４

再 任
なか
中

しま
嶋

なる
徳

お
夫

(1960年 5 月 1 日生)

1979 年 ３月 当社入社
15,949株2016

2018
年
年

６
６

月
月

当社執行役員福岡支店長
当社取締役関東支店長（現任）

取締役候補者とした理由 長年に亘る営業部門の経験を有し、支店長として当社の業績に貢献している
ことから、引き続き取締役候補者としました。

５

再 任
ひら
平

まつ
松

えつ
悦

お
夫

(1962年 8 月31日生)

1985 年 ３月 当社入社

15,175株

2014
2016
2016
2018
2019

年
年
年
年
年

６
１
６
６
６

月
月
月
月
月

当社執行役員関東副支店長
当社執行役員企画本部物流企画部長
当社執行役員営業本部物流企画部長
当社執行役員物流本部長兼物流企画部長
当社取締役物流本部長兼物流業務部長（現任）

取締役候補者とした理由 長年に亘る支店業務、物流部門の経験を有し、当社の業績に貢献しているこ
とから、引き続き取締役候補者としました。

６

再 任
はし
橋

もと
本

きん
謹

や
也

(1964年10月 2 日生)

1988 年 ４月 株式会社富士銀行
（現株式会社みずほ銀行）入行

1,222株

2014 年 ４月 みずほ信託銀行株式会社
大阪信託総合営業部副部長

2017
2018

年
年

５
５

月
月

当社へ出向 企画本部副本部長
当社入社 企画本部副本部長

2018 年 ６月 当社執行役員企画本部副本部長
兼グループ事業部長

2019

2019

年

年

３

６

月

月

当社執行役員企画本部長兼グループ事業部長
兼経営企画部長兼ＥＣ企画部長
当社取締役管理本部長兼グループ事業部長
兼経営企画部長（現任）

取締役候補者とした理由 管理本部長としてグループ事業部、経営企画部などを通じて、当社の経営に
貢献していることから、引き続き取締役候補者としました。

－ 46 －
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 株 式
の 数

７

再 任
しば
柴

た
田

なお
直

こ
子

(1970年11月 6 日生)

1995 年 10月 監査法人トーマツ

811株

（現有限責任監査法人トーマツ）入所
1998 年 ４月 公認会計士登録
2010 年 10月 優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
2014 年 ２月 優成監査法人社員
2015
2016
2018

年
年
年

６
３
７

月
月
月

当社社外取締役（現任）
優成監査法人代表社員
太陽有限責任監査法人パートナー（現任）

社外取締役候補者とした理由
会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として財務会計に豊
富な知見を有し、当社の社外取締役として適格な資質、能力を有することか
ら、引き続き社外取締役候補者としました。

８

新 任
お

小
の

野
ゆ

由
み

美
こ

子
（ 現 姓 ： 会 田 ）
(1972年 4 月 19 日生)

2005

2009

年

年

２

９

月

月

独立行政法人国民生活センター
相談調査部調査室調査研究員
消費者庁消費者安全課政策調査員 －株2013

2019
年
年

４
12

月
月

東京家政学院大学現代生活学部准教授（現任）
一般社団法人消費生活総合サポートセンター
会長（現任）

社外取締役候補者とした理由
会社経営に関与された経験はありませんが、学識経験者として幅広い知見を
有し、当社の社外取締役として適格な資質、能力を有すると判断し、新たに
社外取締役候補者としました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．柴田直子氏及び小野由美子氏は、社外取締役候補者であります。
３．柴田直子氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結

の時をもって５年となります。
４．当社は、柴田直子氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定
であります。
また、小野由美子氏が選任された場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。

５．当社は、柴田直子氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
また、小野由美子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独
立役員として同取引所に届け出る予定であります。

６．小野由美子氏の戸籍上の氏名は、会田由美子氏であります。

－ 47 －
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第２号議案　監査役２名選任の件
監査役辻芳廣氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査体制の強化を図るため、監査役１名を増員したく、監査役２名の選任をお願い

するものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

１

再 任
つじ
辻

 
　

よし
芳

ひろ
廣

(1952年 11 月 8 日生)

1984 年 ４ 月弁護士登録

7,232株
1988 年 ４ 月辻芳廣法律事務所開業
1995 年 ４ 月新淀屋橋法律事務所開業
2011
2019

年
年

１
11

月
月

当社社外監査役（現任）
辻法律事務所開業（現在）

社外監査役候補者とした理由 弁護士として企業法務に精通し、社外監査役として十分な資質、能力を
有することから、引き続き社外監査役候補者としました。

２

新 任
これ
是

えだ
枝

さだ
定

のぶ
信

(1960年 1 月 3 日生)

1983 年 ３ 月当社入社

37,416株

2005 年 10 月当社商品本部商品開発部長
2008 年 ６ 月当社執行役員商品本部商品開発部長
2012
2014
2016
2018
2019

年
年
年
年
年

６
６
６
６
６

月
月
月
月
月

当社執行役員大阪支店長
当社取締役大阪支店長
当社取締役関東支店長
当社取締役仕入本部長兼仕入企画部長
当社顧問物流本部担当（現任）

監査役候補者とした理由
当社の仕入部門、営業部門など幅広い職務を経験しており、当社の監査
役として適格な資質、能力を有すると判断し、新たに監査役候補者とし
ました。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．辻芳廣氏は、社外監査役候補者であります。
３．辻芳廣氏は現在当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもっ

て９年５ヶ月となります。
４．当社は、辻芳廣氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。辻芳廣氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予
定であります。また、是枝定信氏が監査役に就任した場合は、同氏との間で会社法第427条第１項の
規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。

５．当社は、辻芳廣氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以　上

－ 48 －

監査役選任議案
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株主総会会場ご案内図
会 場 大阪市中央区東心斎橋二丁目１番１号

タカラベルモント　Ｔ・Ｂホール

N

大阪南郵便局

foodium東心斎橋
（スーパー）

至
な
ん
ば

御
堂
筋

至
梅
田地下

鉄

心
斎
橋

地
下
鉄

長
堀
橋

至
北
浜

（
地
下
鉄
御
堂
筋
線
）

（
地
下
鉄
堺
筋
線
）

堺
　
筋

至
日
本
橋

タカラベルモント
Ｔ・Ｂホール

アークホテル

長堀通（地下鉄長堀鶴見緑地線）

大丸
(本館)

大丸
(北館)

なか卯
周防町筋

宗右衛門町

千日前通

［最寄り駅］
・地下鉄御堂筋線「心斎橋」駅⑥番出口より徒歩約10分
・地下鉄堺筋線「長堀橋」駅
・地下鉄長堀鶴見緑地線「長堀橋」駅 ⑦番出口より徒歩約５分

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

地図




